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平成 24 年 5 月 22 日開会    美波町議会第 1 回臨時会会議録 

 

平成 24年 5月 22日 美波町議会第 1回臨時会を美波町役場議場に招集された。 

 

１、応召議員は次のとおりである。 

  2 番 江本  昇    3 番 影山 美雄     4 番 川尻 竹藏 

  5 番 永本善次郎    6 番 丸龍 孝敏     7 番 北山 朝彦 

  8 番 向山 篤宏    9 番 岩瀬  公    10 番 坂口  進 

 11 番 寺下 博子    12 番 新開 悦博    13 番 舛田 人 

 14 番 山本 正男 

 

１、不応召議員は次のとおりである。 

 

   な      し   

 

１、出席議員は次のとおりである。 

  2 番 江本  昇    3 番 影山 美雄     4 番 川尻 竹藏 

  5 番 永本善次郎    6 番 丸龍 孝敏     7 番 北山 朝彦 

  8 番 向山 篤宏    9 番 岩瀬  公    10 番 坂口  進 

 11 番 寺下 博子    12 番 新開 悦博    13 番 舛田 人 

 14 番 山本 正男 

 

１、本会の書記は次のとおりである。 

   議会事務局長  木里 茂樹 

 

１、地方自治法第 121 条の規定により説明のために会議に出席したものは次のと

おりである。 

町 長  影治 信良    副 町 長  山路 和秀 

教 育 長  寺内 康博    支 所 長  濱  浩治 

会計管理者兼会計課長  谷口 和江    総務企画課長  礒野 晴幸 

住民生活課長  岩瀬 和夫    保健福祉課長  花木美名子 

税 務 課 長  丸岡  武    建 設 課 長  鈴木 義勝 

産業振興課長  今津 秀貴    消防防災課長  橋本 一晴 

水 道 課 長  中林 伸次    住 民 室 長  藤井 隆司 

地域振興室長  小坂  進    日和佐病院事務長  岡本 照彦 

由岐病院事務長  木本  節    教 育 次 長  海司 広幸 

社会教育課長  鶴木 敏夫    学校教育課長  武田 和幸 

教 育 委 員 長  原田 村美 
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1.会議事件は次のとおりである。 

【報告】3 件 

報告第 2 号 議会の委任による専決処分の報告について 

専決第 1 号 旧日和佐高等学校解体工事（第 1 分割）変更請負契約の締結について 

報告第 3 号 議会の委任による専決処分の報告について 

専決第 2 号 旧日和佐高等学校解体工事（第 2 分割）変更請負契約の締結について 

報告第 4 号 議会の委任による専決処分の報告について 

専決第 3 号 旧日和佐高等学校解体工事（第 3 分割）変更請負契約の締結について 

 

【専決議案】 1 件 

議案第 38 号 専決処分報告について 

専決第 4 号 美波町税条例の一部を改正する条例の制定について 

（条例第 11 号） 

専決第 5 号 美波町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

（条例第 12 号） 

専決第 6 号 平成 23 年度 美波町一般会計補正予算(第 6 号) 

専決第 7 号 平成 23 年度 美波町国民健康保険事業特別会計補正予算 

(第 5 号) 

専決第 8号 平成 23年度 美波町漁業集落排水事業特別会計補正予算(第 2号） 

専決第 9 号 平成 23 年度 美波町公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 号） 

専決第 10 号 平成 23 年度 美波町国民健康保険阿部診療所特別会計補正予算 

（第 2 号） 

専決第 11 号 平成 23 年度 美波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 号） 

 

【規約変更議案】 2 件 

議案第 39 号 徳島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に 

伴う徳島県市町村総合事務組合規約の変更について 

議案第 40 号 徳島県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 

【人事議案】１件 

議案第４１号 美波町教育委員会委員の任命について 
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平成２４年５月２２日（火） 

（午前 ９時００分） 

議 長 おはようございます。本日平成２４年第１回美波町議会臨時

会が招集されましたところ、議員各位には何かとご多忙の折り、

ご出席くださいましてありがとうございます。 

ただ今の出席議員は１３名です。これより平成２４年第１回

美波町議会臨時会を開会いたします。 

本日の会議を開きます。なお会議予定につきましては、お手

元にご配布の日程表により進めたいと思いますのでご了承願い

ます。 

日程第１ 議会録署名議員の指名を行います。本臨時会の会

議記録署名議員は会議規則第１１９条の指定により、議長にお

いて指名いたします。５番永本議員・６番丸龍議員両名を指名

いたします。 

 

日程第２ 会期決定の件を議題といたします。 

お諮りします。本臨時会の会期は本日１日限りとしたいと思

いますがご異議ございませんか。 

（異議なし） 

「異議なし」と認めます。 

よって会議は本日１日限りと決定いたしました。 

 

日程第３ 町長提案理由の説明を議題といたします。本臨時

会に提出されております議案は一覧表にありますとおり報告３

件及び議案３８号から議案第４１号まで計７件であります。こ

れを一括して議題といたします。 

町長に提案理由の説明を求めます。 

町長 

町 長 おはようございます。野山の緑がつややかな色を見せる季節

となりました本日、平成２４年第１回臨時会を招集いたしまし

たところ、議員各位には公私何かとご多用の中、全員のご出席

を賜りまして、ご審議を頂けますこと大変有り難く存じている

ところでございます。  
さて、本臨時議会でご審議をお願いする議案については、５

月１５日の議会運営委員会において説明を致しました報告３件

及び専決処分報告議案１件、規約変更議案２件、人事議案１件

の計４件の議案を提出しているところでございます。  
それでは、ご審議を賜ります議案につきまして、その概要を
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順次説明申し上げます。  
まず、報告第２号から報告第４号までの３件につきましては、

「議会の委任による専決処分の報告について」でありまして、

旧日和佐高等学校解体工事の第１分割から第３分割までの変更

請負契約の締結について、美波町議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第４条の規定により委任さ

れている１０，０００千円以内の変更契約について、平成２４

年２月２９日に専決処分をさせていただいたもので、地方自治

法第１８０条第２項の規定により議会に報告するものでござい

ます。  
旧日和佐高等学校解体工事の第１分割から第３分割までの請

負契約の締結については、平成２３年１０月３１日の臨時議会

においてご承認を頂いておりますが、主に基礎解体撤去により、

跡地が低くなったことによる再生砕石の敷設に伴う追加による

変更であります。なお、解体工事は平成２４年３月１９日に完

了いたしております。  
報告第２号は、「専決第１号 旧日和佐高等学校解体工事（第

１分割）変更請負契約の締結について」でありまして、有限会

社亀谷建設と締結した当初契約額４２,９１３,５００円を４

５,５５９,５００円に変更するものであります。追加額は２,６

４６,０００円でございます。  
報告第３号は、「専決第２号 旧日和佐高等学校解体工事（第

２分割）変更請負契約の締結について」でありまして、本田建

設有限会社と締結した当初契約額４７,０２９,５００円を４

８,８１４,５００円に変更するものです。追加額は１,７８５,

０００円でございます。  
報告第４号は、「専決第３号 旧日和佐高等学校解体工事（第

３分割）変更請負契約の締結について」でありまして、海部土

建協業組合と締結した当初契約額４４,９１３,１２０円を４

９,２３４,５００円に変更するものです。追加額は４,３２１,

３８０円でございます。  
次に、議案第３８号は「専決処分の承認を求めることについ

て」でありまして、地方自治法第１７９条第１項の規定により、

条例の一部改正２件、平成２３年度一般会計と特別会計５件の

計８件を専決処分させていただいておりますので、同条第３項

の規定によりご報告を申し上げ、ご承認賜りますようお願いす

るものであります。  
まず、専決第４号「美波町税条例の一部を改正する条例の制
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定について」でありますが、地方税法及び国有資産等所在市町

村交付金法の一部を改正する法律等が平成２４年３月３１日に

公布されたことに伴い、町税条例を一部改正するものでござい

ます。  
平成２４年度の税制改正の総括的事項と致しまして、新成長

戦略の実現並びに税制の公平性の確保及び課税の適正化の観点

から要請される特に喫緊の課題に対応するための地方税制の改

正がなされております。  
改正内容の主だったものと致しましては、『土地・住宅税制』

における新築住宅の固定資産税の減額措置は２年間延長し、土

地の負担調整措置については、原則として、現行の仕組みを３

年間延長し、住宅用地の特例についても現行を継続することと

されていますが、住宅用地に係る措置特例につきましては不公

平是正の観点から経過的な措置を講じた上で平成２６年度に廃

止することとされております。  
また、東日本大震災の税制上の対応として、被災居住用財産

の敷地に係る譲渡期限の延長の特例と住宅借入金等特別税額控

除の適用期間等の特例措置が追加されております。その他と致

しましては、寄付金税額控除の対象について徳島県税条例が一

部改正されたことに伴い、町税条例も一部改正を致しておりま

す。  
専決第５号「美波町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定について」でありますが、地方税法の一部改正する政

令が平成２４年３月３１日に公布されたことに伴い、国民健康

保険税条例を一部改正するものでございます。  
改正の主な内容は、東日本大震災に係る被災居住財産の敷地

に係る譲渡期限の延長の特例を附則に追加するものでございま

す。  
専決第６号「平成２３年度美波町一般会計補正予算（第６号）」

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４７，７１５千

円を追加し、総額を５，４４０，４６９千円といたしておりま

す。歳入については、収入額の決算見込みによる追加及び減額

と、歳出については、そのほとんどが事務事業の完了に伴う減

額補正であり、追加補正では、基金費が主なものでありまして、

財政調整基金費積立金５００，０００千円を追加いたしており

ます。  
専決第７号「平成２３年度美波町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第５号）」は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ
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ぞれ１２３，６７３千円を減額し、総額を１，２９９，９８２

千円といたしております。事務事業の完了等による調整予算で

ありまして、歳出の主なものは、一般被保険者・退職被保険者

を併せた療養諸費で８７，８８０千円、高額療養費で１３，１

８６千円、後期高齢者支援金で１２，８１０千円、共同事業拠

出金で４２，６０５千円をそれぞれ減額しております。平成２

３年度も一般会計からの繰入なしで決算できることとなり、予

備費に３４，７７５千円を追加いたしております。  
専決第８号「平成２３年度 美波町漁業集落排水事業特別会

計補正予算（第２号）」は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ７，５００千円を減額し、総額を２１，２０６千円とい

たしております。事務事業完了等による調整予算でありまして、

主に下水道管理費の減額であります。  
専決第９号「平成２３年度美波町公共下水道事業特別会計補

正予算（第２号）」は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ２，５１３千円を減額し、総額を１３３，５５６千円といた

しております。事務事業完了等による調整予算でありまして、

主に公課費及び償還金利子の減額であります。  
専決第１０号「平成２３年度美波町国民健康保険阿部診療所

特別会計補正予算（第２号）」は、歳入歳出予算の総額から歳入

歳出それぞれ８９３千円を減額し、総額を３６，８７８千円と

いたしております。事務事業の完了等による調整予算でござい

ます。  
専決第１１号「平成２３年度美波町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第３号）」は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ２２２千円を追加し、総額を１１７，４７５千円といたして

おります。事務事業の完了等による調整予算でありまして、役

務費（通信運搬費）の追加であります。  
次に、議案第３９号「徳島県市町村総合事務組合を組織する

地方公共団体の数の減少に伴う徳島県市町村総合事務組合規約

の変更について」でありますが、一部事務組合の規約変更には、

地方自治法第２８６条第１項の規定により関係地方公共団体の

協議が必要であり、この協議については同法第２９０条の規定

により議会の議決を経ることになっておりますので、議会の議

決を求めるものでございます。  
改正の内容は、徳島県市町村総合事務組合を組織する「美馬

食肉センター組合」が解散し、組織する地方公共団体の数が減

少したことに伴う規約の変更でございます。 
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次に、議案第４０号「徳島県後期高齢者医療広域連合規約の

変更について」でありますが、広域連合の規約の変更には、地

方自治法第２９１条の３第３項の規定により関係地方公共団体

の協議が必要であり、この協議については地方自治法第２９１

条の１１の規定により議会の議決を経ることになっております

ので、議会の議決を求めるものでございます。  
改正の内容は、住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入

国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の

国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正

する法律の施行に伴う規約の変更でございます。  
最後に、議案第４１号「美波町教育委員会委員の任命につい

て」は、教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の

規定により、議会の同意を得て教育委員会委員を任命するもの

でございますが、平成２４年５月２９日をもって、勝瀬美幸委

員が４年間の任期を終えられることから、後任となります教育

委員の選任について、議会の同意を求めるものでございます。  
以上、簡単でございますが、提案理由の説明といたします。

なお、議案の詳細につきましては、担当課長から説明をいたさ

せますので、ご審議の上、原案どおりご承認を賜りますようお

願いを申し上げまして、町長提案理由の説明といたします。  
どうぞよろしくお願いいたします。 

議 長 町長提案理由の説明が終わりました。 

日程第４ 報告第２号から報告第４号までの議会の委任によ

る専決処分の報告について、計３件を一括議題といたします。

ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

「異議なし」と認めます。 

報告第２号から第４号までの議会の委任による専決処分の報

告について、３件を一括議題とします。 

当局の説明を求めます。 

総務課長 

総 務 企 画 課 長 （報告第２号から報告第４号までの説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

北山議員 

７ 番 議 員 この件につきましては先日開催されました議会運営委員会で

説明を受けましたが、聞けば聞くほど疑問がわき、理解に苦し

む間が否めないので昨日変更と変更前の工事請負書を見せてい

ただきました。変更については内容がどのように変って、金額
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がどのように変ったのか、また変更のきっかけ・原因及び理由

はなんなのかということを聞かせてもらいたいと思います。 

そういうことでまず１点目としましては、最初の契約書の仕

様書で第１分割では本館棟解体工事として名称埋め戻しＢ種、

適用は発生土っていうんかな、数量は３１５、単位は㎥ベとあ

ります。次に昇降口棟及び取り合い廊下解体工事では、埋め戻

しＢ種１７５㎥とあります。以下第２分割では特別教室棟解体

工事・プロパン庫解体工事・自転車置場解体工事・キュビクル

解体工事、第３分割では体育館解体工事・渡り廊下 1 解体工事・

渡り廊下２解体工事・校内宿泊訓練棟解体工事・格技場解体工

事・プール附属棟及びプール解体工事・体育部室解体工事・倉

庫解体工事・便所解体工事の中にも埋め戻しが明記されていま

すが、これは解体後埋め戻し整地するとそう理解していいのか。

２つ目は変更請負契約書には第１分割では、本館棟解体工事

で埋め戻し３１５㎥が０㎥に変更されています。以下さきほど

申しました解体工事の埋め戻しが変更されていますが、これは

埋め戻しをしないと理解していいのか。 

３つ目については変更請負書で、第１分割では変更概要とし

て空調機冷媒回収処理１０台・樹木伐採処理２本・敷地整地２，

４９０㎡、第２分割では付近住民の要望により仮設工を追加と

してキャスターゲート・シート要請１ヶ所・仮囲い単管用製足

場 3 ㎡・交通整理員９０人追加・理科室薬品処分費追加一式・

敷地整地１，７３０㎡、第３分割では埋め戻し土を再生クラッ

シャ辺に変更・アスファルト舗装撤去を一部中止・敷地整地６，

５８０㎡とありますが、この金額をどのようにこの金額がどの

ように変りどうなったのか、またその変更のきっかけ原因・理

由はなんなのかお聞かせを願いたいと思います。よろしくお願

いします。 

議 長 総務課長 

総 務 企 画 課 長 変更理由でございますけれども、まず交通整理員の件でござ

いますけれども、交通整理員につきましては今回３分割に分け

て発注いたしておりましたので、整理員をどの分割で持たせる

かっていうことで発注後に協議して決めるということで、交通

整理員については追加契約とさせていただいております。それ

から空調の冷媒の回収処理につきましてはオゾンガスの回収を

実施して処理するものでありましてより、業者から指摘があっ

て確認したところ計上漏れということで追加いたしておりま

す。それから樹木の伐採処理につきましては周辺住民により日
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照の関係及び枯れ松等がございましたので伐採の要望があり伐

採いたしております。それから工事期間中におきましては振

動・騒音っていうのは細かく調査をいたしまして実施はいたし

ましたけれども、やはり周辺住民からの粉塵でありますとかそ

ういった苦情といいますか要望がございまして、その粉塵とか

の予防のためにその仮設工の防御するものを付けさせていただ

きまして、その飛散を防ぐものとして付けさしてもらっており

ます。それから敷地整地につきましては、当初発生土とかで整

地っていうところもありましたけれども、先ほど申上げました

けれども粉塵とかの飛散防止のためもありまして、再生採石で

埋め戻しというようなかたちをとらしていただきまして、周辺

住民に考慮した整地をさせていただいています。ですから発生

土で処理するべきところ、それからこうりゅう土等で整地する

ところにつきましても再生採石で整地させていただいておりま

す。アスファルト舗装につきましては一部利用できるというと

ころがございましたので、その分については残さしていただい

ているというような状況でございます。 

議 長 小休します。 

 （小休中） 

議 長 再開します。 

総 務 企 画 課 長 理科室の薬品処分につきましては第２分割で変更しておりま

すけれども、理科室から発生した分で約３万円程度の見積もり

を取っていただきまして処分をいたしております。以上です。

議 長 北山議員 

７ 番 議 員 埋め戻しの件、整地については今先ほど総務課長は粉塵関係

によりというようなそういうような話があったんですが、いろ

んなところで聞くところはっきりした理由っていうんが出てこ

ずに、昨日も聞いた中では前の計画しとったんは高いんだとい

うようなそういうような話があったり、低いからやったってい

う理由も先ほど出たと思うんですが、はっきりした契約、最初

の契約書を作る段階でどのように計画を立てていたんかいうん

がやっぱりこうぜんぜん見えてこないようなかたちで、先度ほ

の金額についても埋め戻しのんを辞めて再生採石でやるという

んであればどのぐらいの金額になるんか、そこらの内容につい

てもやはりこう教えていただかなければこの変更が、変更する

というこう理由が見えてこないんで、そこらのところ再度答弁

願えたらと思います。 

議 長 総務課長 
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総 務 企 画 課 長 敷地整地につきましては解体、建物の基礎等ございますので

深い基礎があったり、それほどないところもございますので、

そういった基礎を撤去したあとのくぼみ等についてはもちろん

ある程度発生土で敷均していく計画ではございました。ただ予

想以上のそれの低下、整地によります敷地の低くなったことに

よりましてそれをある程度一定の高さに整地するっていうこと

で、それに加えて飛散防止も含めて再生採石で今回敷き慣らし

をさしていただいたということでございます。 

議 長 北山議員 

７ 番 議 員 今の答弁では目算誤りだったというような感じの答弁だった

と思うんですが、やはり今後変更については報告でいいんだか

らっていうようなかたちでなしに、私らも議員っていうんは議

案の内容、どういうことをやるのかっていうんを充分把握した

上で審議をしなければならないと思います。それが住民から付

託を受けて、受けた議員の務めでありそれが職責だと考えます

んで、今後こういう議案の提出するときには契約、請負契約書

を議会の方に提出していただいて、議員が充分その内容が把握

できるように努力できる配慮をしていただきたいと思いますん

でよろしくお願いをいたします。 

議 長 他に質疑ございませんか。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

「討論なし」と認めます。 

報告第２号・第３号・第４号議会に委任された専決処分の報

告について専決第１号 日和佐旧高等学校解体工事（第１分割）

変更請負契約の締結について、専決第２号 旧日和佐高等学校

解体工事（第２分割）変更請負契約の締結について、専決第３

号 旧日和佐高等学校解体工事（第３分割）変更請負契約の締

結について計３件を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり承認することに賛成の方

は起立願います。 

本案は原案のとおり承認いたします。 

専決第１号から第３号まで計３件は原案のとおり承認されま

した。 

 

日程第５ 第３８号専決処分の報告について、専決第４号か

ら第１１号まで計８件を一括議題といたします。ご異議ござい

ませんか。 

（異議なし） 
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「異議なし」と認めます。 

専決第４号から第１１号まで計８件を一括議題とします。当

局の説明を求めます。 

総務課長 

総 務 企 画 課 長 （議案第３８号の説明をする） 

議 長 税務課長 

税 務 課 長 （専決第４号の説明をする） 

議 長 保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 （専決第５号の説明をする） 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長 （専決第６号の説明をする） 

議 長 小休します。 

 （小休中） 

議 長 再開します。 

議 長 保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 （専決第７号の説明をする） 

議 長 建設課長 

建 設 課 長 （専決第８号・専決第９号の説明をする） 

議 長 住民室長 

住 民 室 長 （専決第１０号の説明をする） 

議 長 保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 （専決第１１号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。ございませんか。 

北山議員 

７ 番 議 員 専決６号の一般会計補正予算についてです。まず３０ページ

の子宮頸がんとワクチン接種委託料、これが７，３１０千円減

額になった理由を教えていただきたいと思います。次に３４ペ

ージ道路新設改良費、これの県営事業負担金これが１０，２１

９千円減額なっておるということでどっか工事がやらなんだと

いうことになるのか、それならどこがどうなったのかこの内容

を教えてください。それと３６ページ災害対策費測量委託料１，

０００千円これの内容と理由を教えていただきたいのと、それ

と全体的にこの中で金額が多くて事業をやらなかったいうこと

で減額なったもの、そこら把握されとうと思うんで説明をいた

だきたいと思います。それと専決７号ですか、国民健康保険特

別会計補正予算これについてです。これについては８ページの

療養給付費交付金これの説明で退職者の療養費の増加というた

ように聞こえたんですが、それでいいのか。それと次のページ
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の説明のときに退職被保険者等診療報酬の負担金、これについ

ては平成２３年度中に２回補正しているという分かりやすい説

明ああったんですが、昨日の委員会でもでておったように退職

者の療養費が上がっとうというような話があったんで、この中

身もう少しちょっと詳しく教えていただけたらと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

議 長 保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 それでは私の方からは一般会計予算の専決分の子宮頸がん等

ワクチン接種委託料の減額ということでございますが、この本

来子宮頸がんワクチンの摂取については任意接種となっており

ます。それで子宮頸がんについては中学校１年生から高校１年

生まで、ヒブワクチンについては０歳・５歳、小児用肺炎球菌

ワクチンについても０歳から５歳というふうになっております

が、まだまだ任意接種ということで希望者のみの接種にしたた

めの減額となっております。 

議 長 小休します。 

 （小休中） 

議 長 再開します。 

防災課長 

消 防 防 災 課 長 失礼します。私の方からは災害対策費の委託料、測量委託料

の件についてご説明させていただきます。この件につきまして

は１２月補正で海抜高の測量業務の１，０００千円計上いただ

きました。その件につきましてこれを未執行にさせていただい

ております。そして３月補正で高度計を３個購入させていただ

いてまして、それで高度を図りまして今海抜のシールを今職員

ならびに自主防の方々、消防団員の方々に貼っていただいてい

る最中でございます。以上です。 

議 長 建設課長 

建 設 課 長 ３４ページの県営事業負担金１０，２１９千円の減額の分で

ございますが、これ全体の事業費が今県がいくらになったかい

う資料は今持ち合わせておりませんが、それと１５％負担ので

すね局部改良事業から負担金０の緊急地方道路に事業自体が振

り変ったということもございまして、減額になってございます。

以上でございます。 

議 長 保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 国民健康保険特別会計の方のご説明をさせていただきます。

まず歳入の療養給付費交付金で退職者医療増による交付金とい

うようなご説明をさせていただいておりますがそのとおりで、
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国民健康保険の被保険者には一般被保険者と退職者被保険者と

いうふうな資格区分を設けておりまして、退職者被保険者に関

しては国県の補助金じゃなしに社会保険診療報酬支払基金とい

うところから療養給付費交付金というのをいただいたうえで保

険料とたしての医療費をこの交付金と保険料とで財源となって

運用しているものでございますので、これについては退職者の

医療費分の療養給付費交付金でございます。歳出の方での退職

者被保険者と療養費については先ほど簡単に説明はさせていた

だいておりますが、平成２２年度末に退職者振替っていうふう

な事務処理をしております。一般被保険者であって国保に加入

した段階で年金等を受給されてなかった方が、退職被保険者と

いうのは会社等を退職しまして社会保険厚生年金等に２０年以

上加入された方が対象となるんですが、そういう方が退職して

から国民健康保険に入られて年金を受給される前は一般被保険

者というような区分になっております。それを退職被保険者に

振り返ることによりまして退職被保険者、本来財源である支払

基金からの交付金をいただけるということで、それを振る方が

国保の適正化、医療費の適正化に繋がるということで平成２２

年度末に退職者振替制度を行いまして７０人の方を一般被保険

者から退職被保険者に振り替えております。また平成２２年度

の決算では５１，０７４，９９５の診療報酬でございましたが、

２３年度においては見込みとして７０，０６３，９２３円の診

療報酬がいる見込みとなっております。これについては１８，

０００千円ぐらいの増となっておりますが、高度疾患・循環器

系の疾患にかかった方がおられたことにより増額になったもの

でございます。 

それと先ほどのヒブワクチンの子宮頸がんワクチンの接種の

人数等が分かりますので申上げておきます。年度当初にですね

子宮頸がんについては１４５人の方が対象となる見込みでした

が受診された方が６０人、ヒブワクチンにつちえは１７９人の

方が対象でしたが３５人、また肺炎球菌ワクチンについては１

７９人の方でしたが３３人の実施となりましたことによって減

額となっております。 

議 長 他にございませんか。 

向山議員 

８ 番 議 員 私の方からは３点お願いしたいと思います。まず専決６号の

一般会計補正予算２２ページ、寄付金のところで教育費寄付金

が１１０万円上がっております。この内容を使途指定なのかど
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うなのかと、どういう方がもし差し支えなければお願いしたい

のと、その使い道について予算に上がってないような感じがし

ますのでどういう方向なのかというのが１点と、それから同じ

く専決６号の一般会計予算３０ページ、光をそそぐ交付金事業

これが補正前の額から約４割ほど減額されております。当初予

算だったでしょうかね、専門的な特殊な方が必要で非常に確保

が難しいという説明があったかのように思いますけども、今年

の事業がですね予定通りっていうんですか達成できておるの

か、これまた減額分をなんか基金に積み立てておるようですが、

そのあたりを説明いただきたいと思います。それから専決第１

０号の阿部診療所の特別会計補正予算で繰入金２００万円減額

されておりますが、これ一般会計の方でどこで減額されておる

のかちょっと教えていただきたいと思います。以上３点ほどよ

ろしくお願いいたします。 

議 長 教育次長 

教 育 次 長 私の方からは向山議員さんの１点目の教育費寄付金について

ご説明をさせていただきます。１１０万円の寄付の内訳でござ

いますが２名の方からいただいております。２名とも元教員の

方でもう故人となられておりますが、赤松地区の宮原清春氏と

阿部の山中彌氏でございます。それぞれその使い道でございま

すが、使い道につきましては同じく専決第６号の３６ページの

事務局費でございますが、この中の消耗品費１５０万円とござ

いますがこれに使っております。内容につきましては町内の児

童・生徒それから教員の防災ヘルメットを購入いたしました。

個数については７２５個でございます。予備も含めてでござい

ます。以上でございます。 

議 長 保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 それでは私の方からは２点目の光をそそぐ交付金事業の減額

についてご説明いたします。この光をそそぐ交付金事業につい

ては国の緊急総合経済対策の趣旨に伴い光が充分に当てられて

なかった分野、ＤＶ対策ですとか児童虐待・自殺予防対策の事

業を行うための交付金でございます。平成２３年度中について

は本来専門職臨床心理士等の雇用をしたかったわけですがなか

なか人事が見つからず不執行となったものでございます。しか

し交付金については２４年度で最終年度ということで執行する

ことにしておりますので、現在４月より職員臨床心理士を採用

し事業をしているところでございます。説明を終わります。 

議 長 小休します。 
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 （小休中） 

議 長 再開します。 

総務課長 

総 務 企 画 課 長 国民健康保険阿部診療所特別会計の一般会計繰入金２００万

円の減額分でございますけれども、専決第６号一般会計の方の

２６ページでござうますけれども、総務管理費の一般管理費の

繰出金２００万円減額、こちらと対比していただけたらと思い

ます。以上です。 

議 長 向山議員 

８ 番 議 員 繰出しについては失礼致しました。私のこう探すのができな

かったということで。それで光をそそぐ交付金についてはです

ね、当初予算だったと思いますけどやはりそういうことがある

んで充分ですね、事業については成果の上がるようということ

でお願いしてあったので２４年度はお願いしたいと、よろしく

お願いしたいと思います。先般もですね、徳島県内の自殺者が

かなり増えておるということもありますので、我が町からそう

いうことのないように努力をお願いして私の質問を終わりま

す。 

議 長 永本議員 

５ 番 議 員 ２点お聞きしたいと思います。第６号歳出５ページ、１点目

は総務課長に２点目については町長にお聞きしたいと思いま

す。歳出減額の突出しておりますのが民生費と衛生費。とりわ

け社会福祉費で１億１千、それから児童福祉費で３２，９００

千円、それから保健衛生費が２５，０００千円、清掃費が５５，

０００千円減額されておりますが、これはどういう理由でされ

たのか。それから２点目につきましては歳入の２ページ、歳入

２ページの交付税、地方交付税。これが３０億、３，２５４，

９８８千円これがですね、町長にお聞きしますが約５９％とい

うことで徳島新聞でずっと連載されておりましたああ町の財政

の中で徳島県かでトップになっておりますがね、これはいいこ

となのか悪いことなのか喜ぶべきか悲しむべきか、そのあたり

をお聞きしたいのでよろしくお願いいたします。 

議 長 町長 

町 長 それでは２点いただきまして、まず前段ですけれども町の財

政につきましては議員の皆様方ご存知のようにそんなにどうい

うんですかね、順調にいっているっていうような感覚ではなく

て、厳しいといっつも思っております。それは地方交付税が財

政に占めるいわゆる歳入に占める割合が５０％を占めていると



 17

いうようなところがございます。その中で合併後集中改革プラ

ンでありますとか、町財政を推進した結果今現在は経常収支比

率につきましても８０％を下回るところまできておりますし、

実質公債費比率につきましても１０％を下回るところにきてい

ると。それから合併全にありましたいわゆる町の借金につきま

しても６年経過いたしまして約１０億円減っております。また

反対に貯金であります基金につきましては約１０億円プラスに

なっているということでいわゆる行財政改革でありますとか、

事業を厳選して予算を編成しているというようなところでここ

６年間で効果があらわれてきたのかなぁと思っておるところで

あります。まず今回の補正約２億円の地方交付税が増えており

ますが、これはある意味うれしい誤算でございまして、昨年の

３月１１日の東北の大震災を受けましてこの特別交付税という

のは多分東北の方にほとんどいくであろうというようなことで

平成２３年度の当初予算を組むときには特別交付税は今年は多

分減額になるというようなことで厳しく見積もりをいたしてお

りましたところ、最終的にはこのようなかたちで特別交付税を

美波町に割当てていただけたというようなことで喜んでおりま

す。ですからこのことにつきましては素直にどういうんですか

ね、当初は東北に行くと思われていた特別交付税が徳島県にも

交付だれたというようなことで喜んでいるところでございま

す。それから前段今回の補正につきましては減額が非常に多い

というようなことで申されておる内容につきましては先ほど総

務課長がるる説明させていただいたとおりでございますけれど

も、大きなものといたしましては１つは先ほどありました国保

会計への繰り出し、これは当初予算で予算が組めないというこ

とで８千万円を計上しておりましたけれども、２３年度運営が

終わりましたら国保会計につきましては一般会計からの繰出し

はせずともいけたというようなことでありますとか、それから

衛生組合に対するし尿・ごみの負担金、これにつきましても年

度終ったところ約５千万余るお金が減額というふうになったこ

とがございます。それから後は先ほど質問にも出ていましたよ

うに漁業集落配水でありますとか公共下水につきましても同じ

く繰出が両方合わせまして１千万円強の減額でありましたり、

それから道路橋梁先ほど県営事業の負担金の話もございました

けれども、そういったもろもろが減ったというようなことで、

まず歳入が２億ほど増えて歳出が約一般財源ベースで３億円減

ったということで、そのお金を後年度大きい事業を抱えていま
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すので財政調整基金に積立をさせていただいたというようなと

ころであります。 

議 長 永本議員 

５ 番 議 員 質問ではないんですが、５０％ではなくってですね５９％と

思います。もう１回調べてください。終わります。 

議 長 寺下議員 

１ １ 番 議 員 専決第６号の一般会計補正予算の３０ページ先ほど北山議員

からもあったのでちょっと関連になるかも知れないんですけれ

ども、子宮頸がんの、子宮頸がんに関して現在中１から高１が

対象になっていると思うんですが、それは今後対象を広げると

いうようなことは考えられていないのかをお伺いしたいのと、

３６ページ先ほどもありました測量の委託料、災害対策費の１

００万円の減額ですが、先ほど防災課長の説明ではほの３月に

高度計の分が補正でして、それをシールとかを貼っていってい

るという話だったんですが、最初のこの測量に関しては１００

ポイントを精密な、正確な海抜を図る方法をとりたいというこ

ととそれをその後町の資料として活用していきたいっていう話

があったんですけど、それは今後されないのかっていうところ

をお伺いしたいのと、専決第８号の漁集についてですが、６ペ

ージの加入の補助金とか接続の補助金が２０件分減額になって

いるんですが、供用開始して１年が経って接続するところは、

入られる人は入られてると思うんですが今後それが増える見込

みはあるのかどうかをお伺いしたいと思います。 

議 長 保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 それでは寺下議員の第１点目の質問で子宮頸がんワクチン接

種の接種対象者の拡大ということでございますが、今後国の動

向等方針等を確認の上、検討したいと思います。以上です。 

議 長 防災課長 

消 防 防 災 課 長 測量の件でございますが、先般ですね徳島新聞の方に掲載さ

れたと思うんですが、県の方で標高高をＧＰＳで測っていただ

けるという新聞報道があったと思うんですが、美波町でも７３

箇所こちらの方で、県の方で測っていただけるということにな

っています。それにつきましては今避難地・避難場所・避難路

整備しております。それと防災倉庫も新設とか移転をしており

ます。その辺の新しい避難場所等につきまして県の方で標高高

を測っていただきますのでそれを見てそれからもし、それでま

だちょっと足りないっていうことがあれば今後検討していきた

いと思っております。以上です。 



 19

議 長 建設課長 

建 設 課 長 漁集の最後のページ６ページの加入見込み、今後の増える見

込みがあるかどうかということでしょう。これにつきましては

合併時のですね人口が当時は２７９人ぐらいおったんですね。

ほれが現在２２８人ですかね、それで５０人ぐらい減ってきて

いると、亡くなっている方が５０人ぐらいおるんです。当時は

９３％ぐらいの調査したときに加入見込みがございました。そ

れが現在７８％ぐらいで加入。１年目の終了時点で７８％ぐら

いの加入になってございます。それからしますと後増えても

数％ぐらいの増えるぐらいのかんじかなぁというところで、当

初見込みの９３％ぐらいにはなかなか難しいんと違うんかなぁ

ということを考えております。以上でございます。 

議 長 山本議員 

１ ４ 番 議 員 専決１０号の阿部診療所特別会計予算について、医薬材料費

として２２０万減額になっておりますが、これは阿部診療所材

料費医薬品材料は単独購入となっておるのかということ。美波

町病院、日和佐・由岐病院と比較して材料費の単価はどのよう

になっておるのか、高いのか低いのかという点をはじめにお聞

きしたいと思います。 

議 長 小休します。 

 （小休中） 

議 長 再開します。 

住民室長 

住 民 室 長 阿部診療所につきましては単独購入になっております。 

１ ４ 番 議 員 単価は分からないことだろと思いますが、今後病院事業の中

で由岐病院、以前にもほういうような材料、医薬品代を共同購

入を間がえていかないかんというようにいよったんですけどで

きてない面もあるんで、これ以前にも報道でもいわれておりま

したようにやはりコスト削減に取り組んでいくんであればほう

いうやっぱり意識の共有を持って取り組んでいかなんだらこれ

ただに単価の 3 つの病院と診療所で共同購入もできてないやい

うんではなかなか赤字じゃ赤字じゃいうんはやっぱり解消して

いく意識が薄いと思いますが、ほの辺のことをちょっと町長で

もええけんどお聞きします。 

議 長 病院事務長 

由岐病院事務長 共同購入の件でございますけど、薬事法で共同で買うことは

できません。潰しあいというか個々に施設ごとに買うことにな

ります。単価をあわすことは可能かと考えております。 
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議 長 山本議員 

１ ４ 番 議 員 やっぱりほういう努力は必要やと思います。 

議 長 他にございませんか。これで質疑を終わります。 

専決第４号美波町税条例の一部を改正する条例の制定につい

て（条例１１号）、専決第５号美波町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の制定について（条例１２号）、専決第６号平成

２３年度美波町一般会計補正予算（第６号）、専決第７号平成２

３年度美波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）、専

決第８号平成２３年度美波町漁業排水事業特別会計補正予算

（第２号）、専決第９号平成２３年度美波町公共下水道事業特別

会計補正予算（第２号）、専決第１０号平成２３年度美波町国民

健康保険阿部診療所特別会計補正予算（第２号）、専決第１１号

平成２３年度美波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

計８件を採決します。 

お諮りします。本案は原案どおり承認することに賛成の方は

起立願います。 

起立多数です。専決第４号から１１号まで計８件は原案のと

おり承認されました。 

小休します。 

 （時に １２時００分） 

 （小休中） 

 （時に １３時００分） 

議 長 休憩前に引続き再開します。 

日程第６ 議案第３９号徳島県市町村総合事務組合を組織す

る地方公共団体の数の減少に伴う徳島県市町村総合事務組合規

約の変更についてを議題とします。 

当局の説明を求めます。 

総務課長 

総 務 企 画 課 長 （議案第３９号の説明をする） 

議 長 当局の説明が終わりました。質疑を行います。ございません

か、これで質疑を終わります。 

これから議案第３９号徳島県市町村総合事務組合を組織する

地方公共団体の数の減少に伴う徳島県市町村総合事務組合規約

の変更についてを採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

起立多数です。よって議案第３９号は原案のとおり可決され

ました。 
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日程第７ 議案第４０号徳島県後期高齢者医療広域連合規約

の変更についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 （議案第４０号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。ございませんか、こ

れで質疑を終わります。 

これから議案第４０号徳島県後期高齢者医療広域連合規約の

変更について採決をします。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

起立多数です。よって議案第４０号は原案のとおり可決され

ました。 

 

日程第８ 議案４１号美波町教育委員会委員の任命について

を議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

総務課長 

総 務 企 画 課 長 （議案第４１号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。ございませんか。質

疑もないようなので、これで質疑を終わります。 

これから議案第４１号美波町教育委員会委員の任命について

を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり同意することに賛成の方

は起立願います。 

起立多数です。議案第４１号は原案のとおり同意することに

決定しました。 

 

議事の都合により小休します。 

 （小休中） 

副 議 長 小休前に引続き再開します。 

川尻議長から辞職願いが提出されています。 

お諮りします。これを日程に追加し追加日程第１として議長

辞職の件を日程に追加し、追加日程第１として議題としたいと

思います。また日程の順次を変更し先に審議したいと思います。

ご異議ございませんか。 

（異議なし） 
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「異議なし」と認めます。 

議長の辞職の件を日程に追加し、追加日程第１とし議題とす

ることに決定いたしました。 

 

追加日程第１ 議長辞職に件を議題とします。地方自治法第

１１７条の規定によって川尻議長の退場を求めます。 

議長の辞職願を朗読します。 

「美波町議会副議長 岩瀬功殿 辞職願 この度一身上の都

合により議長を辞職したいので許可されるよう願います。平成

２４年５月２２日 美波町議会議長 川尻竹藏」以上でござい

ます。 

現議長からの辞職願が出ておりますのでこれを受理するかど

うか皆様に採決をお願いしたいと思いますので、賛成される方

はご起立をお願いしたいと思います。 

お諮りします。川尻議長の辞職の許可をすることに賛成の方

は起立を願います。 

起立多数です。したがって川尻議長の議長の辞職を許可する

ことに決定いたしました。 

小休いたします。 

 （小休中） 

副 議 長 再開します。 

ただ今議長が欠けました。 

お諮りします。議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２と

して選挙を行いたいと思います。ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

「異議なし」と認めます。 

議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２とし選挙を行うこ

とに決定しました。 

 

追加日程第２ 議長選挙を行います。選挙は投票で行うこと

にご異議ございませんか。 

（異議なし） 

「異議なし」と認めます。 

選挙は投票で行います。議場の出入口を閉めます。 

小休します。 

 （小休中） 

副 議 長 再開します。 

選挙は投票で行い、議場の出入口を閉めます。 
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会議規則第３１条第２項の規定によって、立会人について舛

田議員・向山議員のを指名します。 

投票用紙を配ります。投票用紙の配布漏れはありませんか。

（な し） 

「配布もれなし」と認めます。 

投票箱を点検します。 

「以上なし」と認めます。 

ただ今から投票を行います。２番議員から順番に投票をお願

いします。 

投票漏れはありませんか。 

「投票漏れなし」と認めます。 

投票を終わります。 

開票を行います。舛田議員及び向山議員、開票の立会いをお

願いします。 

選挙の結果を報告します。投票票数１３票、有効投票数１３

票、無効票０票です。有効投票のうち 

坂口議員 ５票 

江本議員 ４票 

川尻議員 ２票 

北山議員 １票 

永本議員 １票 

以上のとおりです。この選挙の法定投票数は４票です。した

がって坂口議員が当選されました。 

議場の出入口を開きます。 

ただ今議長に当選されました坂口議員が議場におられますの

で、会議規則３２条第２項の規定による通告をいたします。 

議員の発言を求めます。 

１ ０ 番 議 員 この度皆さんにご指名いただきました坂口です。皆さんのご

期待に沿うよう一生懸命頑張りますので、どうかよろしくお願

いいたします。以上です。 

副 議 長 議長、議長席にお着席お願いします。 

小休します。 

 （小休中） 

議 長 再開します。 

岩瀬副議長から副議長の辞職願が提出されています。 

お諮りいたします。副議長辞職の件を日程に追加し、追加日

程３として議題とすることにご異議ございませんか。 

（異議なし） 
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「異議なし」と認めます。 

副議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第３として議題と

することに決定いたしました。 

追加日程第３ 副議長辞職の件を議題といたします。地方自

治法第１１７条の規定によって、岩瀬副議長の退場を求めます。

辞職願を朗読いたします。 

「美波町議会議長 坂口進殿 辞職願 この度一身上の都合

により、副議長を辞職したいので許可されるようお願いいたし

ます。平成２４年５月２２日 美波町副議長 岩瀬公」以上で

ございます。 

お諮りします。岩瀬副議長の辞職を許可することを賛成とす

る方は起立願います。 

起立多数です。したがって岩瀬副議長の辞職を許可すること

に決定いたしました。 

小休します。 

 （小休中） 

議 長 再開します。 

副議長の選挙を日程に追加し、追加日程４として選挙を行い

たいと思います。ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

「異議なし」と認めます。 

副議長の選挙を日程に追加し、日程第４として選挙を行うこ

とに決定いたしました。 

小休いたします。 

 （小休中） 

議 長 再開します。 

副議長の選挙を行います。選挙は投票で行うことにご異議ご

ざいませんか。 

（異議なし） 

「異議なし」と認めます。 

選挙は投票で行いますので議場の出入口を閉めてください。

ただ今の出席議員数は１３名です。次に立会人を指名します。

会議規則第３１条第２項の規定によって立会人に丸龍議員及び

新開議員を指名いたします。 

投票用紙を配ります。投票用紙の配布漏れはありませんか。

投票箱を点検いたします。投票箱についての異議はなしと認

めます。 

ただ今から投票を行います。２番議員から順番に投票をお願
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いします。 

投票漏れはありませんか。 

「投票漏れなし」と認めます。 

投票を終わります。 

開票を行います。２名の議員、開票立会いをお願いします。

選挙の結果を報告します。投票票数１３票、有効投票数１３

票、無効票０票です。有効投票のうち 

山本議員 ６票 

寺下議員 ３票 

向山議員 １票 

舛田議員 １票 

岩瀬議員 １票 

江本議員 １票 

以上のとおりです。この選挙の法定投票数は４票です。した

がって山本議員が当選されました。 

ただ今副議長に当選されました山本議員が議場におられます

ので、議会規則３２条第２項の規定による通告をいたします。

議事の進行により小休いたします。 

 （小休中） 

議 長 再開します。 

山本議員、副議長になったご挨拶を。 

副 議 長 どうもありがとうございました。私も身の引き締まる思いで

ございます。私は浅学非才の身でありますが、美波町の抱える

病院問題と課題が山積する中で非常に大役を担うわけでござい

ますが、議長をはじめ皆さん共々一生懸命美波町のために頑張

りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。どうもあり

がとうございました。 

議 長 小休します。 

 （小休中） 

議 長 小休に引続き会議を開催いたします。 

日程第９ 常任委員会委員の選任、日程第１０ 議会運営委

員会の選任、日程第１１ 特別委員会員の選任を行います。 

お諮りします。常任委員・議会運営委員・特別委員の選任に

ついては、委員会条例第６０条第１項の規定によってお手元に

配布しました名簿のとおり指名したいと思います。なお現在設

置の防災対策特別委員会を委員５人を６人にし、病院事業改革

特別委員会を、病院事業特別委員会に改正、また新たに委員５

人で構成する公共交通特別委員会を設置することにご異議ござ
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いませんか。 

（異議なし） 

「異議なし」と認めます。 

したがって常任委員・議会運営委員・特別委員はお手元に配

布しました名簿のとおり選任することに決定いたしました。 

議 長 小休します。 

 （小休中） 

議 長 再開します。 

議会事業広報特別委員会と申上げましたが、すいません誤り

で議会広報特別委員会といたします。 

 

日程第１２ 海部郡特別養護老人ホーム事務組合議員の選任

について、日程第１３ 海部老人ホーム事務組合事務組合議員

の選任について、日程第１４ 海部衛生処理事務組合議員の選

任について 日程第１５ 海部消防組合議会議員の選任につい

て 日程第１６ 美波町国民健康保険運営協議会委員の選任に

ついてまでを一括議題といたします。 

お諮りします。 

海部郡特別養護老人ホーム事務組合議員の選任について、海

部老人ホーム事務組合事務組合議員の選任について、海部衛生

処理事務組合議員の選任について、海部消防組合議会議員の選

任については議員は議長を充てるととなっております。また美

波町国民健康保険運営協議会委員の選任については、委員は慣

例で文教厚生正副委員長となっております。 

以上のとおり選任することに異議はございませんか。 

（異議なし） 

「異議なし」と認めます。 

 

日程第１２ 海部郡特別養護老人ホーム事務組合議員の選任

についてから日程第１６ 美波町国民健康保険運営協議会委員

の選任についてまで委員名簿のとおり選任することに決定いた

しました。 

 

各委員会の選任に農業委員会農業委員の推薦及び監査委員の

選任についてを議題とすることにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

「異議なし」と認めます。 

農業委員会の委員の推薦についてを追加日程第５、監査委員
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の推薦についてを追加日程第６として日程についかすることに

決定いたしました。 

 

追加日程第５ 農業委員会推薦の件を議題といたします。 

お諮りします。議会推薦の農業委員は新開議員・岩瀬議員、

以上の方を推薦したいと思います。ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

「異議なし」と認めます。 

議会推薦の農業委員は新開議員・岩瀬議員、以上の方を推薦

することに決定いたしました。 

 

追加日程第６ 議案第４２号美波町監査委員の選任について

を議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

町長 

町 長 それでは追加提案さしていただく議案のご説明を申上げま

す。ご審議いただきますのは議案第４２号の美波町監査委員の

選任についてであります。監査委員である坂口進氏の退任にと

もない、議会からご推薦いただきました川尻竹藏氏を議員選出

の監査委員として選任いたしたく議会の同意を求めるものでご

ざいます。以上簡単ではございますが提案理由の説明とさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長 （議案第４２号の説明をする） 

議 長 説明が終りました。質疑を行います。質疑ございませんか。

これで質疑を終わります。 

これから議案第４２号美波町監査委員の選任についての採決

いたします。 

お諮りします。本案原案のとおり同意することにご異議ござ

いませんか。 

（異議なし） 

「異議なし」と認めます。 

よって議案第４２号は原案のとおり同意されました。 

 

お諮りします。以上で本臨時議会の会議に付託された事件は

全て終了いたしました。本日で閉会したいと思います。ご異議

ございませんか。 

（異議なし） 
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「異議なし」と認めます。 

本臨時議会は本日閉会することに決定いたしました。 

これで本日の会を閉じます。平成２４年第１回美波町議会臨

時議会を閉会いたいします。 

（時に １５時４０分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29
 


